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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皿状の収容体と、
　夫々の一面に光源が実装されており、前記収容体の底壁の内面に並置された複数枚の光
源基板と、
　前記一面及び前記収容体の内面を覆い、光を反射する反射シートと、
　電源部と
　を備える照明装置において、
　前記一面に設けられたコネクタと、
　フレキシブルプリント基板を用いてなり、前記底壁及び前記反射シートの間に配されて
おり、前記電源部から前記光源基板へ給電するための給電部材と、
　該給電部材に設けられており、前記コネクタと電気的に接続される光源接続部と
　を備え、
　前記給電部材の前記光源接続部が設けられている部分は前記コネクタを被覆しており、
　前記給電部材は、前記底壁に密着固定してあることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　皿状の収容体と、
　夫々の一面に光源が実装されており、前記収容体の底壁の内面に並置された複数枚の光
源基板と、
　前記一面及び前記収容体の内面を覆い、光を反射する反射シートと、
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　電源部と
　を備える照明装置において、
　前記一面に設けられたコネクタと、
　フレキシブルプリント基板を用いてなり、前記底壁及び前記反射シートの間に配されて
おり、前記電源部から前記光源基板へ給電するための給電部材と、
　該給電部材に設けられており、前記コネクタと電気的に接続される光源接続部と
　を備え、
　前記給電部材は、本体部と、本体部に突設された腕状片とを有し、該腕状片に前記光源
接続部が設けられていることを特徴とする照明装置。
【請求項３】
　前記給電部材は帯状をなし、前記電源部に電気的に接続されており、
　前記光源基板は短冊状をなし、前記給電部材の長さ方向に沿って前記光源基板の幅方向
に並置されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記給電部材は帯状をなし、前記電源部に電気的に接続されており、
　前記給電部材の幅方向に２枚の前記光源基板の端部同士が隣り合い、
　前記コネクタは、前記端部に配されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の照
明装置。
【請求項５】
　前記光源は、
　前記一面に実装された発光部と、
　該発光部を覆い、該発光部が発した光が入射する入光部及び該入光部に入射した光が出
射する出光部を含むレンズと
　を有し、
　前記反射シートの前記一面を覆う部分の前記一面からの高さは、前記出光部の前記一面
からの高さよりも低いことを特徴とする請求項１から４のいずれかひとつに記載の照明装
置。
【請求項６】
　前記底壁には貫通孔が設けられており、
　前記電源部は、前記底壁の外面に配されており、前記貫通孔を通して前記給電部材に電
気的に接続されていることを特徴とする請求項１から５のいずれかひとつに記載の照明装
置。
【請求項７】
　前記給電部材の一面には、前記光源接続部、及び、前記電源部と電気的に接続するため
の電源接続部が設けられていることを特徴とする請求項１から６のいずれかひとつに記載
の照明装置。
【請求項８】
　前記給電部材の前記光源接続部が設けられている部分は前記コネクタを被覆しており、
　前記給電部材は舌状片を有し、該舌状片は前記底壁に密着固定してあることを特徴とす
る請求項１から７のいずれかひとつに記載の照明装置。
【請求項９】
　前記給電部材は、帯状の本体部と、本体部に突設された複数個の腕状片とを有し、該腕
状片に前記光源接続部が設けられていることを特徴とする請求項１から８のいずれかひと
つに記載の照明装置。
【請求項１０】
　各光源基板と前記電源部とは、前記給電部材を介して個別に電気的に接続されているこ
とを特徴とする請求項１から９のいずれかひとつに記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記光源基板は短冊状をなし、
　前記コネクタは、前記光源基板を長さ方向に仮想的に４等分した中央２領域内に配され
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ていることを特徴とする請求項１から１０のいずれかひとつに記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記光源基板は短冊状をなし、
　前記コネクタは、前記光源基板の幅方向端部に配されていることを特徴とする請求項１
から１１のいずれかひとつに記載の照明装置。
【請求項１３】
　少なくとも１枚の前記光源基板は、前記底壁の周縁部に配されており、
　前記給電部材は、前記底壁の周縁部に配された光源基板よりも前記底壁の中央部側に配
されていることを特徴とする請求項１から１２のいずれかひとつに記載の照明装置。
【請求項１４】
　前記光源基板又は前記給電部材は、前記反射シートと共に前記底壁に共締めされている
ことを特徴とする請求項１から１３のいずれかひとつに記載の照明装置。
【請求項１５】
　請求項１から１４の何れかひとつに記載の照明装置と、
　該照明装置によって背面側から照明される表示パネルと
　を備えることを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源基板が複数枚並置された照明装置及び表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、液晶表示パネルと、複数個のＬＥＤ（発光ダイオード）を有する照明
装置とを備える。照明装置は、液晶表示パネルを背面側から照明する。
　エッジライト型の照明装置の場合、ＬＥＤは、液晶表示パネルに対面配置された導光板
の端面に対向して複数個並置される（特許文献１参照）。
　直下型の照明装置の場合、ＬＥＤは、液晶表示パネルの背面に対向して複数個並置され
る（特許文献２～４参照）。
【０００３】
　ローカルディミングを行なう場合、直下型の方がエッジライト型よりも有利である。以
下では、直下型の照明装置について説明する。
　ＬＥＤはＬＥＤ基板に実装されて、皿状のシャーシに収容される。ＬＥＤ基板はシャー
シの底壁に固定される。ＬＥＤに給電するための電源回路は、シャーシの外側に配される
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１３７２２号公報
【特許文献２】特開２０１３－１６４９４３号公報
【特許文献３】特開２０１３－２２９２３２号公報
【特許文献４】特許第４５９９４７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、ローカルディミングに対応した照明装置に、縦横比が大きく面積が広い矩形状
のＬＥＤ基板を１枚だけ配置する場合と、縦横比が小さく面積が狭い短冊状のＬＥＤ基板
を複数枚並置する場合とを比較する。
【０００６】
　矩形状のＬＥＤ基板を１枚だけ配置する場合、ＬＥＤ基板においてＬＥＤの実装又は配
線等に使用されない無駄な部分が生じてしまう。
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　一方、短冊状のＬＥＤ基板を複数枚並置する場合、ＬＥＤの実装又は配線等に使用され
ない無駄な部分を排除することができる。従って、ＬＥＤ基板のコストパフォーマンスの
点では、短冊状のものを複数枚並置する方が、矩形状のものを１枚だけ配置するよりも有
利である。
【０００７】
　とはいえ、矩形状のＬＥＤ基板の場合、電源回路と１枚のＬＥＤ基板とを少数本の給電
線で接続すればよいので、配線が容易である。
　一方、短冊状のＬＥＤ基板の場合、電源回路と複数枚のＬＥＤ基板夫々とを多数本の給
電線で接続しなければならないので、配線が困難である。
【０００８】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、その主たる目的は、容易に配線する
ことができる照明装置及び表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る照明装置は、皿状の収容体と、夫々の一面に光源が実装されており、前記
収容体の底壁の内面に並置された複数枚の光源基板と、前記一面及び前記収容体の内面を
覆い、光を反射する反射シートと、電源部とを備える照明装置において、前記一面に設け
られたコネクタと、フレキシブルプリント基板を用いてなり、前記底壁及び前記反射シー
トの間に配されており、前記電源部から前記光源基板へ給電するための給電部材と、該給
電部材に設けられており、前記コネクタと電気的に接続される光源接続部とを備えること
を特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る照明装置は、前記給電部材は帯状をなし、前記電源部に電気的に接続され
ており、前記光源基板は短冊状をなし、前記給電部材の長さ方向に沿って前記光源基板の
幅方向に並置されていることを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る照明装置は、前記給電部材は帯状をなし、前記電源部に電気的に接続され
ており、前記給電部材の幅方向に２枚の前記光源基板の端部同士が隣り合い、前記コネク
タは、前記端部に配されていることを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る照明装置は、前記光源は、前記一面に実装された発光部と、該発光部を覆
い、該発光部が発した光が入射する入光部及び該入光部に入射した光が出射する出光部を
含むレンズとを有し、前記反射シートの前記一面を覆う部分の前記一面からの高さは、前
記出光部の前記一面からの高さよりも低いことを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係る照明装置は、前記底壁には貫通孔が設けられており、前記電源部は、前記
底壁の外面に配されており、前記貫通孔を通して前記給電部材に電気的に接続されている
ことを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係る照明装置は、前記給電部材の一面には、前記光源接続部、及び、前記電源
部と電気的に接続するための電源接続部が設けられていることを特徴とする。
【００１５】
　本発明に係る照明装置は、前記給電部材の前記光源接続部が設けられている部分は前記
コネクタを被覆しており、前記給電部材は舌状片を有し、該舌状片は前記底壁に密着固定
してあることを特徴とする。
【００１６】
　本発明に係る照明装置は、前記給電部材は、帯状の本体部と、本体部に突設された複数
個の腕状片とを有し、該腕状片に前記光源接続部が設けられていることを特徴とする。
【００１７】
　本発明に係る照明装置は、各光源基板と前記電源部とは、前記給電部材を介して個別に
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電気的に接続されていることを特徴とする。
【００１８】
　本発明に係る照明装置は、皿状の収容体と、夫々の一面に光源が実装されており、前記
収容体の底壁の内面に並置された複数枚の光源基板と、前記一面及び前記収容体の内面を
覆い、光を反射する反射シートと、電源部とを備える照明装置において、前記光源基板は
短冊状をなし、前記光源基板の長さ方向非端部の前記一面に設けられたコネクタと、フレ
キシブルプリント基板又はフラットケーブルを用いてなり、前記底壁と前記反射シートと
の間に配されており、前記電源部から前記光源基板へ給電するための給電部材と、該給電
部材に設けられており、前記コネクタと電気的に接続される光源接続部とを備えることを
特徴とする。
【００１９】
　本発明に係る照明装置は、前記コネクタは、前記光源基板を長さ方向に仮想的に４等分
した中央２領域内に配されていることを特徴とする。
【００２０】
　本発明に係る照明装置は、前記コネクタは、前記光源基板の幅方向端部に配されている
ことを特徴とする。
【００２１】
　本発明に係る照明装置は、少なくとも１枚の前記光源基板は、前記底壁の周縁部に配さ
れており、前記給電部材は、前記底壁の周縁部に配された光源基板よりも前記底壁の中央
部側に配されていることを特徴とする。
【００２２】
　本発明に係る照明装置は、前記光源基板又は前記給電部材は、前記反射シートと共に前
記底壁に共締めされていることを特徴とする。
【００２３】
　本発明に係る表示装置は、本発明に係る照明装置と、該照明装置によって背面側から照
明される表示パネルとを備えることを特徴とする。
【００２４】
　テレビジョン受信機は、本発明に係る表示装置と、テレビジョン放送を受信する受信部
とを備え、該受信部にて受信したテレビジョン放送に基づいて、前記表示装置に映像を表
示するようにしてあることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の照明装置及び表示装置による場合、電源部と光源基板との間を、フレキシブル
プリント基板を用いて容易に配線することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施の形態１に係る表示装置を備えるテレビジョン受信機の構成を略示
する断面図である。
【図２】表示装置が備える照明装置の構成を略示する正面図である。
【図３】照明装置の構成を略示する拡大正面図である。
【図４】照明装置の光源基板近傍の構成を略示する断面図である。
【図５】本発明の実施の形態２に係る表示装置が備える照明装置の構成を略示する正面図
である。
【図６】照明装置の構成を略示する拡大正面図である。
【図７】照明装置の光源基板近傍の構成を略示する断面図である。
【図８】照明装置の電源部近傍の構成を略示する断面図である。
【図９】本発明の実施の形態３に係る表示装置が備える照明装置の電源部近傍の構成を略
示する断面図である。
【図１０】本発明の実施の形態４に係る表示装置が備える照明装置の構成を略示する拡大
正面図である。
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【図１１】照明装置の光源基板近傍の構成を略示する断面図である。
【図１２】本発明の実施の形態５に係る表示装置が備える照明装置の構成を略示する拡大
正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明を、その実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。以下の説明では、図
において矢符で示す上下、前後、及び左右を使用する。
【００２８】
（実施の形態　１．）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る表示装置１３を備えるテレビジョン受信機１の構
成を略示する断面図ある。
　図２及び図３は、表示装置１３が備える照明装置２２の構成を略示する正面図及び拡大
正面図である。
　図４は、照明装置２２の光源基板３３近傍の構成を略示する断面図である。
【００２９】
　テレビジョン受信機１は、据え置き式又は壁掛け式等である。テレビジョン受信機１は
、受信部１１、信号処理部１２、及び表示装置１３を備えている。
　受信部１１は、図示しない受信回路が実装された回路基板である。受信回路は、図示し
ないアンテナを介して外部からテレビジョン放送を受信し、受信したテレビジョン放送に
基づく放送信号を出力する。
　信号処理部１２は、図示しない信号処理回路が実装された回路基板である。信号処理回
路は、受信部１１が出力した放送信号に所定の信号処理を施すことによって、映像データ
を出力する。
【００３０】
　表示装置１３は正面視矩形状である。表示装置１３は、表示パネル２１及び照明装置２
２と、これらを収容する図示しないキャビネットとを備えている。このキャビネットには
、受信部１１及び信号処理部１２も収容されている。なお、受信部１１及び信号処理部１
２は、表示装置１３に外付けされていてもよい。
【００３１】
　表示パネル２１は、矩形板状の液晶表示パネルを用いてなる。表示パネル２１は、矩形
状の表示領域と、表示領域を囲繞する矩形枠状の額縁領域とを有する。表示領域（及び額
縁領域）は表示パネル２１の中央部（及び周縁部）に位置する。表示パネル２１の表示領
域には、信号処理部１２が出力した映像データに基づく映像が表示される。
【００３２】
　照明装置２２は、光学シート群３０、拡散板３１、スペーサ３２、複数枚の光源基板３
３，３３，…、複数個の光源３４，３４，…、収容体３５、反射シート３６、電源部３７
、２個の配線部材３８，３８、複数個の共締め用部材３９，３９，…、及び２個の給電部
材４，４を備えている。
　光学シート群３０は、夫々光透過性を有する複数枚の光学シートが積層されてなる。各
光学シートは、光拡散機能、集光機能、又は偏光機能等を有する。光学シート群３０は、
表示パネル２１の表示領域よりも面積が大きい矩形状になしてある。光学シート群３０は
、表示パネル２１の表示領域の後面に適長離隔して対面配置されている。
【００３３】
　拡散板３１は光拡散性を有する。拡散板３１の光透過率は５０％程度である。拡散板３
１の後面に入射した光の一部は拡散板３１を透過し、拡散板３１の前面から拡散して出射
する。拡散板３１の後面に入射した光の他の一部は背面側へ反射する。拡散板３１は、光
学シート群３０よりも面積が大きい矩形状になしてある。拡散板３１は、光学シート群３
０の後面に適長離隔して対面配置されている。
【００３４】
　スペーサ３２は枠状をなし、緩衝性を有する。スペーサ３２は、光学シート群３０の後
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面周縁部と拡散板３１の前面周縁部との間に介在している。スペーサ３２の配置位置は、
表示パネル２１の額縁領域に対向する位置である。
　図２及び図３は、光学シート群３０、拡散板３１、及びスペーサ３２の図示を省略して
いる。
【００３５】
　各光源基板３３は短冊状をなす。光源基板３３の前面３３ａには、複数個の光源３４，
３４，…が実装されている。図１及び図３には、１８個の光源３４，３４，…が等配され
ている場合が例示されている。
　先に、光源３４について説明する。
【００３６】
　各光源３４は、発光部３４１及びレンズ３４２を有する。
　発光部３４１はＬＥＤを用いてなり、光源基板３３の前面３３ａに実装されている。
　レンズ３４２は、入光部３４ａ及び出光部３４ｂを含む。
　入光部３４ａは円柱状をなし、円柱の後面を光源基板３３の前面３３ａに対面させて光
源基板３３に取り付けられている。入光部３４ａの下面中心部には収容凹部３４ｃが設け
られており、収容凹部３４ｃに発光部３４１が収容されている。つまり、発光部３４１は
、レンズ３４２の入光部３４ａに覆われている。故に、発光部３４１が発した光は、入光
部３４ａに入射する。
　出光部３４ｂは、入光部３４ａの円柱の前面に設けられた凸部であり、球面状の表面を
有する。入光部３４ａに入射した光は、レンズ３４２の内部を透過し、出光部３４ｂの表
面から拡散して出射する。
【００３７】
　次に、光源基板３３について説明する。
　光源基板３３の前面３３ａにおいて、一方の長辺部（即ち幅方向端部）には雄型のコネ
クタ３３１が設けられており、他方の長辺部には貫通孔３３２が設けられている。
　更に詳細には、コネクタ３３１及び貫通孔３３２夫々の配置位置は、光源基板３３の長
さ方向中心部である。コネクタ３３１と貫通孔３３２とは、光源基板３３の幅方向に対向
配置されている。光源基板３３の幅は光源基板３３の長さに比べて短いので、コネクタ３
３１と貫通孔３３２との離隔距離は短い。換言すれば、貫通孔３３２はコネクタ３３１の
近傍に配されている。コネクタ３３１及び貫通孔３３２夫々は、２個の光源３４，３４間
の中心位置に配されている。
【００３８】
　なお、光源基板３３の長さ方向に係るコネクタ３３１の配置位置は、長さ方向中心部に
限定されず、長さ方向非端部であればよく、より好ましくは長さ方向中央部であればよい
。具体的には、コネクタ３３１は、光源基板３３を長さ方向に仮想的に４等分した中央２
領域内に配されていればよい。とはいえ、コネクタ３３１は、本実施の形態のように長さ
方向中心部に配されていることが最も望ましい。
【００３９】
　コネクタ３３１は、いわゆる薄型コネクタである。コネクタ３３１の前面３３ａからの
高さは、レンズ３４２の入光部３４ａと出光部３４ｂとの境界部分の前面３３ａからの高
さよりも低い。
【００４０】
　光源基板３３は、夫々の幅方向が上下方向、長さ方向が左右方向、前面３３ａが拡散板
３１の後面に対面する向きで、幅方向及び長さ方向夫々に複数枚並置されている。本実施
の形態では、２０枚の光源基板３３，３３，…が、１０行２列に並置されている場合を例
示する。左右方向に隣り合う２枚の光源基板３３，３３は、長さ方向の端部同士（短辺部
同士）が対向配置されている。上下方向に隣り合う２枚の光源基板３３，３３は、幅方向
の端部同士（長辺部同士）が対向配置されている。
【００４１】
　最下位置に配されている光源基板３３の向きは、最上位置に配された光源基板３３が自
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身の面方向に180 °回転した向き（上下左右逆向き）と同じである。即ち、最上位置の光
源基板３３の場合、コネクタ３３１が設けられている長辺部が下辺部であり、貫通孔３３
２が設けられている長辺部が上辺部であるが、最下位置の光源基板３３の場合、コネクタ
３３１が設けられている長辺部が上辺部であり、貫通孔３３２が設けられている長辺部が
下辺部である。最上位置及び最下位置以外に配されている光源基板３３，３３，…夫々の
向きは、最上位置の光源基板３３と同じである。
【００４２】
　収容体３５は、底壁３５１、周壁３５２、及び支持部３５３を有する皿状である。収容
体３５は光源基板３３，３３，…及び反射シート３６等を収容している。
　底壁３５１は、拡散板３１よりも面積が小さい矩形状になしてある。底壁３５１と周壁
３５２との境界部には支持部３５３が配置してある。支持部３５３は断面直角三角形状の
矩形枠状をなしており、三角形の２つの隣辺に相当する面が底壁３５１及び周壁３５２に
当接し、斜辺に相当する面が拡散板３１側に向いている。
　以下では、底壁３５１における底壁３５１と支持部３５３との境界部の近傍を、底壁３
５１の周縁部（上辺部、下辺部、左辺部、及び右辺部）という。
【００４３】
　底壁３５１の内面には、光源基板３３，３３，…が、夫々の後面を底壁３５１に向けて
並置してある。光源基板３３，３３，…は、底壁３５１の周縁部にも配されている。具体
的には、最上位置（又は最下位置）に配された光源基板３３の上辺部（又は下辺部）が、
底壁３５１の上辺部（又は下辺部）に接近配置されている。また、左側（又は右側）に配
された各光源基板３３の左辺部（又は右辺部）が、底壁３５１の左辺部（又は右辺部）に
接近配置されている。
【００４４】
　底壁３５１には、複数個の貫通孔３５４，３５４，…が設けられている。
　底壁３５１の後面には、受信部１１及び信号処理部１２が取り付けられている。
　周壁３５２の前後方向中央部及び支持部３５３の前端部は、拡散板３１の周縁部を支持
している。
　収容体３５の開口は、表示パネル２１によって閉塞されている。このために、周壁３５
２の前端部は、表示パネル２１の周縁部を支持している。
【００４５】
　反射シート３６は光反射性を有する。反射シート３６は、光源基板３３，３３，…夫々
の前面３３ａと収容体３５の内面（具体的には底壁３５１の内面及び支持部３５３）とを
覆う。各光源基板３３のコネクタ３３１及び貫通孔３３２は反射シート３６に覆われるが
、光源３４，３４，…は覆われない。このために、反射シート３６における光源３４，３
４，…夫々に対応する部分には、開口が設けられている。また、収容体３５の内面の内、
拡散板３１よりも前側に位置している部分は反射シート３６に覆われない。図２及び図３
における反射シート３６の図示は省略している。
　反射シート３６には、複数個の貫通孔３６１，３６１，…が設けられている。
【００４６】
　電源部３７は、収容体３５の外側にて、底壁３５１の後面における上下左右方向中央部
に取り付けられている。
【００４７】
　給電部材４，４夫々は、電源部３７から各光源基板３３へ給電するためのものである。
一方の給電部材４は、左側に上下方向に並置されている光源基板３３，３３，…（即ち左
側１列の光源基板３３，３３，…）に対する給電に用いられ、他方の給電部材４は、右側
に上下方向に並置されている光源基板３３，３３，…（即ち右側１列の光源基板３３，３
３，…）に対する給電に用いられる。左右の給電部材４，４は同様の構成である。
【００４８】
　給電部材４は、ベースフィルムが透光性を有するフレキシブルプリント基板を用いてな
り、底壁３５１と反射シート３６との間に配されている。給電部材４は十分に薄いので、
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給電部材４が介在しているせいで底壁３５１と反射シート３６とが無用に離隔する虞はな
い。
　給電部材４は、ポリエチレンテレフタレート樹脂又はポリエチレンナフタレート樹脂を
含んでなる。故に、給電部材４は、ポリイミド樹脂を含んでなる一般的なフレキシブルプ
リント基板に比べて安価である。また、ポリエチレンテレフタレート樹脂又はポリエチレ
ンナフタレート樹脂を用いれば、透光性を有するフレキシブルプリント基板を容易且つ安
価に得ることができる。
【００４９】
　給電部材４は本体部４１と複数個の腕状片４２，４２，…とを有する。
　本体部４１は、上下方向に長い帯状になしてある。
　腕状片４２，４２，…の個数は、左側（又は右側）１列の光源基板３３，３３，…の枚
数と同一である。各腕状片４２は、長さ方向が左右方向である矩形舌状の基端側舌状片４
２ａと、長さ方向が上下方向である矩形舌状の先端側舌状片４２ｂとを有する。
【００５０】
　各基端側舌状片４２ａは、本体部４１から本体部４１の幅方向に突出する。つまり、基
端側舌状片４２ａ，４２ａ，…は、上下方向に並設されている。最上位置（又は最下位置
）の基端側舌状片４２ａは、本体部４１の最上端部（又は最下端部）に突設されている。
各基端側舌状片４２ａが本体部４１から突出する方向、及び突出する長さは同じである。
【００５１】
　各先端側舌状片４２ｂは、基端側舌状片４２ａの先端部から本体部４１の長さ方向に突
出する。つまり、複数個の先端側舌状片４２ｂ，４２ｂ，…は、上下方向に一列に並んで
いる。各先端側舌状片４２ｂが基端側舌状片４２ａから突出する長さは同じである。最上
位置の先端側舌状片４２ｂと最下位置の先端側舌状片４２ｂとは、互いに離反する上下方
向（前者は上方向、後者は下方向）に突出している。最上位置及び最下位置の先端側舌状
片４２ｂ，４２ｂ以外の先端側舌状片４２ｂ，４２ｂ，…は、最上位置及び最下位置の何
れか一方の先端側舌状片４２ｂの突出方向と同じ方向に突出している（本実施の形態では
上方向）。先端側舌状片４２ｂの先端部には、貫通孔４３が設けられている。
【００５２】
　給電部材４はフレキシブルなので、各基端側舌状片４２ａは、本体部４１との境界部を
中心に配置を調整することができ、各先端側舌状片４２ｂは、基端側舌状片４２ａとの境
界部を中心に配置を調整することができる。故に、例えば基端側舌状片４２ａ（又は先端
側舌状片４２ｂ）は、本体部４１（又は基端側舌状片４２ａ）に対して斜めに並置するこ
とができる。
【００５３】
　先端側舌状片４２ｂは、光源基板３３の前面３３ａにおける２個の光源３４，３４間で
あって、コネクタ３３１及び貫通孔３３２が設けられている部分を覆う。
　本体部４１は、最上位置及び最下位置の光源基板３３，３３を除く全ての光源基板３３
，３３，…を部分的に覆う。更に詳細には、各光源基板３３の前面３３ａにおける２個の
光源３４，３４間であって、コネクタ３３１及び貫通孔３３２が設けられている部分以外
を覆う。
【００５４】
　給電部材４の一面には、複数個の光源接続部４４，４４，…及び図示しない電源接続部
が設けられている。また、給電部材４には、電源接続部と各光源接続部４４とを個別に接
続する図示しない給電経路が形成されている。給電経路は透光性を有していてもよく、遮
光性を有していてもよい。
　光源接続部４４，４４，…及び電源接続部が給電部材４の同一面に設けられているので
、これらが給電部材４の異なる面に個別に設けられている場合に比べて、給電部材４の製
造コストは低減される。
【００５５】
　光源接続部４４，４４，…は腕状片４２，４２，…に設けられている。更に詳細には、
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各光源接続部４４は、先端側舌状片４２ｂにおける貫通孔４３よりも先端側舌状片４２ｂ
の基端部側に設けられている。光源接続部４４と貫通孔４３との離隔距離は、光源基板３
３におけるコネクタ３３１と貫通孔３３２との離隔距離に対応する。
【００５６】
　光源接続部４４は、コネクタ３３１に対応する雌型のコネクタである。光源接続部４４
は、コネクタ３３１に前側から嵌め合わされることによってコネクタ３３１に電気的に接
続されている。
　光源接続部４４が腕状片４２に設けられているので、光源接続部４４が本体部４１に設
けられている場合に比べて、光源接続部４４の配置位置の調整は容易である。故に、寸法
誤差又は配置時のトラブル等による本体部４１と光源基板３３，３３，…との相対的な位
置ずれ、或いは温度変化に起因する膨張／収縮による位置ずれ等が生じたとしても、光源
接続部４４とコネクタ３３１とを容易に接続することができ、また、無用に接続が解除さ
れることが抑制される。
【００５７】
　製造者が光源接続部４４をコネクタ３３１に接続する作業は作業性が高い。何故ならば
、給電部材４は透光性を有しているので、給電部材４でコネクタ３３１を覆っても、給電
部材４を通してコネクタ３３１の配置位置を容易に確認することができるからである。
【００５８】
　給電部材４の電源接続部は、本体部４１の上下方向中央部に設けられている。給電部材
４は、電源接続部と配線部材３８とを介して電源部３７に電気的に接続されている。この
結果、各光源基板３３と電源部３７とは、給電部材４を介して個別に電気的に接続されて
いる。
　配線部材３８は、フレキシブルプリント基板又はフラットケーブル等を用いてなり、底
壁３５１に設けられている図示しない貫通孔を貫通して収容体３５の内外に引き出されて
いる。
　なお、給電部材４の電源接続部が、底壁３５１に設けられている図示しない貫通孔を貫
通して収容体３５の外部へ突出していてもよい。この場合、配線部材３８を収容体３５の
内部へ引き入れる必要はない。
【００５９】
　反射シート３６の貫通孔３６１と給電部材４の貫通孔４３と光源基板３３の貫通孔３３
２と収容体３５の貫通孔３５４とは前後方向に対向している。貫通孔３６１，４３，３３
２，３５４夫々は正面視円形状であり、互いに同径である。
　反射シート３６、給電部材４、及び光源基板３３は、共締め用部材３９を用いて、底壁
３５１に共締めされる。
　共締め用部材３９は、光反射性を有する頭部３９１と、先端部が二股状の脚部３９２と
を有する。
　脚部３９２の二股状部分は弾性を有し、互いに離反している。脚部３９２は、反射シー
ト３６との貫通孔３６１、給電部材４の貫通孔４３、光源基板３３の貫通孔３３２、底壁
３５１の貫通孔３５４に前側からこの順に貫通している。
【００６０】
　貫通孔３６１，４３，３３２，３５４への挿入時には、脚部３９２の二股状部分は強制
的に接近させられるが、脚部３９２の先端部が底壁３５１の背面側へ突出したときに弾性
復元力によって離反する。このとき、脚部３９２の二股状部分が貫通孔３５４の周縁部に
係合するので、脚部３９２が貫通孔３６１，４３，３３２，３５４から無用に抜脱される
ことが抑制される。また、このとき、頭部３９１が、底壁３５１との間で反射シート３６
、給電部材４、及び光源基板３３を挟持する。
　以上の結果、反射シート３６、給電部材４、及び光源基板３３が底壁３５１に共締めさ
れる。
【００６１】
　反射シート３６、給電部材４、及び光源基板３３は、共通の共締め用部材３９によって
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底壁３５１に共締めされる。故に、これらが相異なる固定用部材によって底壁３５１に個
別に固定される場合に比べて、部品数及び部品点数を削減することができる。
【００６２】
　反射シート３６は、給電部材４に被覆されたコネクタ３３１を更に覆っている。従って
、反射シート３６におけるコネクタ３３１近傍の部分は、コネクタ３３１から遠い部分に
比べて、前側へ湾曲し易い。つまり、コネクタ３３１と給電部材４とが前後方向に接続さ
れているせいで、いわゆる反射シート３６の浮きが生じ易い。
【００６３】
　反射シート３６の浮きは、反射シート３６、給電部材４、及び光源基板３３の底壁３５
１に対する共締めによって抑制される。何故ならば、共締め位置とコネクタ位置との離隔
距離が、光源基板３３の幅の長さ未満だからである。換言すれば、反射シート３６は、浮
き易い部分の近傍が、共締め用部材３９によって底壁３５１側に押し付けられるので、共
締め用部材３９による押しつけがない場合よりも浮き難い。
　給電部材４は共締め用部材３９によって底壁３５１側に押し付けられるので、光源接続
部４４がコネクタ３３１に押し付けられる。従って、光源接続部４４がコネクタ３３１か
ら脱落して両者の電気的な接続が無用に解除されてしまうことが抑制される。
【００６４】
　なお、給電部材４の各基端側舌状片４２ａ又は本体部４１は、反射シート３６と共に、
底壁３５１に共締めされていてもよい。このとき、基端側舌状片４２ａ又は本体部４１が
底壁３５１に密着固定されるので、給電部材４が全体的に底壁３５１側へ付勢される。す
ると、光源接続部４４がコネクタ３３１に押し付けられるので、給電部材４と光源基板３
３との接続が無用に解除されることが抑制される。
　反射シート３６と共に基端側舌状片４２ａが底壁３５１に共締めされる場合、共締め位
置が光源接続部４４の近傍であれば、反射シート３６の浮きを抑制することができる。
【００６５】
　以上のような照明装置２２の場合、電源部３７から配線部材３８，３８、給電部材４，
４、及び光源基板３３，３３，…を介して各光源３４へ給電される。給電部材４，４及び
光源基板３３，３３，…夫々（並びにフレキシブルプリント基板を用いてなる配線部材３
８，３８）には、給電経路をパターン形成することができる。故に、電源部３７から配線
部材３８、給電部材４，４に替わる複数本の給電線、及び光源基板３３，３３，…を介し
て各光源３４へ給電される場合に比べて、容易に配線することができる。
【００６６】
　光源３４，３４，…が発した光の一部は、直接的に拡散板３１へ入射して拡散板３１を
透過する。また、光源３４，３４，…が発した光の他の一部は、拡散板３１と反射シート
３６又は共締め用部材３９との間で反射を繰り返してから拡散板３１へ入射して拡散板３
１を透過する。拡散板３１を透過した光は光学シート群３０を透過する。この結果、照明
装置２２は表示パネル２１を背面側から照明する。
【００６７】
　光源３４からの出光は、反射シート３６又は共締め用部材３９によって阻害されること
はない。このために、反射シート３６における光源基板３３の前面３３ａを覆う部分、及
び共締め用部材３９夫々の前面３３ａからの高さは、レンズ３４２の入光部３４ａと出光
部３４ｂとの境界部分の光源基板３３の前面３３ａからの高さよりも低くなるようにして
ある。
【００６８】
　ここで、最上位置の光源基板３３と最下位置の光源基板３３とが上下左右逆向きにして
ある理由を説明する。
　最上位置の光源基板３３からは、腕状片４２が下向きに引き出されている。一方、最下
位置の光源基板３３からは、腕状片４２が上向きに引き出されている。つまり、２枚の光
源基板３３，３３の何れからも、腕状片４２は底壁３５１の上下方向中央部側に引き出さ
れている。このため、底壁３５１の上辺部及び下辺部に光源基板３３，３３を配置するこ
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とができる。
　仮に、最下位置の光源基板３３の向きを最上位置の光源基板３３と同じにすると、腕状
片４２を光源基板３３からの下辺部に引き出すことになるので、底壁３５１の下辺部に光
源基板３３を配置することができない。
【００６９】
　ところで、各光源基板３３から腕状片４２が引き出される方向は上下方向なので、腕状
片４２を底壁３５１の左辺部又は右辺部に引き出す必要がない。故に、光源基板３３の端
部を底壁３５１の左辺部又は右辺部に配置することができる。
　即ち、底壁３５１の周縁部全てに光源基板３３，３３，…を配置することができる。換
言すれば、底壁３５１の中央部のみならず、周縁部にも光源３４，３４，…を配置するこ
とができる。従って、表示パネル２１の表示領域の周縁部の輝度を向上させることができ
る。また、底壁３５１上のスペースが無駄にならないので、底壁３５１に配置される光源
基板３３，３３，…の枚数を増加させることができる。その分、多くの光源３４，３４，
…を配置することができるので、表示パネル２１の表示領域全体の輝度を向上させること
ができる。
【００７０】
　ところで、最上位置の光源基板３３と最下位置の光源基板３３とは共通化されている。
何故ならば、各光源基板３３は、コネクタ３３１の配置位置に関して左右対称なので、２
枚の光源基板３３，３３の内、一方の向きを上下左右逆向きにしても、給電部材４から各
コネクタ３３１までの距離を略同じにすることができるからである。
　光源基板３３，３３，…の共通化は、部品点数の削減につながるので、大量生産及び部
品管理の簡素化等によるコスト削減を図ることができる。
【００７１】
　仮に、コネクタ３３１が光源基板３３の長さ方向一端部に設けられている場合、２枚の
光源基板３３，３３の内、一方の向きを上下左右逆向きにすると、コネクタ３３１が右端
部に位置する場合と左端部に位置する場合とで給電部材４から各コネクタ３３１までの距
離が大幅に異なる。すると、給電部材４の各腕状片４２の本体部４１からの突出長さを個
別に変えておく必要があるので、給電部材４の製造手順が煩雑になる。
【００７２】
　この問題を解消するために、コネクタ３３１が下辺部の右端部に位置する光源基板３３
を最上位置配置用とし、コネクタ３３１が上辺部の右端部に位置する光源基板３３を最下
位置配置用とすることが考えられる。しかしながら、この場合には、光源基板３３，３３
，…を共通化することができない。
　コネクタ３３１を光源基板３３の上下左右中心部に配した場合、光源基板３３のコネク
タ３３１の配置位置に係る対称性が向上する。しかしながら、この場合には貫通孔３３２
を適切な位置に設けることができない可能性がある。また、コネクタ３３１と光源接続部
４４とを接続させるために、給電部材４は無用に多く光源基板３３を覆わなければならな
い。
【００７３】
　なお、光源基板３３，３３，…の並置状態は本実施の形態のものに限定されず、例えば
光源基板３３，３３，…が、長さ方向及び幅方向を上下方向及び左右方向に向けて並置さ
れてもよい。
【００７４】
　給電部材４，４夫々の左右方向の配置位置は、底壁３５１の周縁部以外であれば特に限
定されない。また、給電部材４の電源接続部の配置位置も、特に限定されない。これらの
配置は、電源部３７からの離隔距離、配線部材３８の配置との兼ね合い、又は他部材との
干渉等を考慮して、適宜に決定されたものであればよい。つまり、給電部材４及び電源接
続部の配置位置は、自由度が高い。
【００７５】
　コネクタ３３１と光源接続部４４との接続方向は、前面３３ａに交差する方向に限定さ
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れず、前面３３ａに沿う方向でもよい。
　とはいえ、コネクタ３３１と光源接続部４４との接続方向は、前面３３ａに沿う方向よ
りも、前面３３ａに交差する方向の方が望ましい。何故ならば、照明装置２２は、前面３
３ａに沿う方向の空間的な余裕に比べれば、前面３３ａに交差する方向の空間的な余裕の
方が大きいからである。この結果、照明装置２２が無用に大型化することが抑制される。
【００７６】
　給電部材４は、フラットケーブルを用いてなる構成でもよい。しかしながら、フラット
ケーブルには貫通孔を設けることができないので、共締め以外の手法（例えば両面テープ
を用いた接着、クリップを用いた挟持、又は樹脂モールドによる封止）で給電部材４を底
壁３５１に取り付ける必要がある。ただし、この場合であっても光源基板３３と反射シー
ト３６とを底壁３５１に共締めすることはできる。
　また、給電部材４は、透光性を有していなくてもよい。
【００７７】
（実施の形態　２．）
　図５及び図６は、本発明の実施の形態２に係る表示装置１３が備える照明装置２２の構
成を略示する正面図及び拡大正面図である。図５及び図６は、実施の形態１の図２及び図
３に対応する。
　図７及び図８は、照明装置２２の光源基板３３近傍及び電源部３７近傍の構成を略示す
る断面図である。
　本実施の形態の表示装置１３及び照明装置２２は、実施の形態１の表示装置１３及び照
明装置２２と略同様の構成である。以下では、実施の形態１との差異について説明し、そ
の他、実施の形態１に対応する部分には同一符号を付してそれらの説明を省略する。
【００７８】
　本実施の形態の光源基板３３には、実施の形態１のコネクタ３３１及び貫通孔３３２は
設けられていない。
　光源基板３３の前面３３ａには、コネクタ３３３が設けられている。コネクタ３３３は
、配置位置を除いて、実施の形態１のコネクタ３３１と同様の構成である。
【００７９】
　コネクタ３３３は、光源基板３３における一方の短辺部（即ち長さ方向端部）の幅方向
中心部に配されている。左右方向に隣り合う２枚の光源基板３３，３３のコネクタ３３３
，３３３は、光源基板３３，３３の互いに対向配置された端部に配されている。即ち、左
側１列に含まれている各光源基板３３の場合、コネクタ３３３は右辺部に配されている。
右側１列に含まれている各光源基板３３の場合、コネクタ３３３は左辺部に配されている
。
【００８０】
　収容体３５の底壁３５１には、実施の形態１の貫通孔３５４，３５４，…は設けられて
いない。
　底壁３５１には貫通孔３５５が設けられている。貫通孔３５５の配置位置は、底壁３５
１の上下左右方向中央部である。
　反射シート３６には、実施の形態１の貫通孔３６１，３６１，…は設けられていない。
各光源基板３３のコネクタ３３３は反射シート３６に覆われる。図７及び図８における反
射シート３６の図示は省略している。
【００８１】
　電源部３７は、雄型のコネクタ３７１を有している。コネクタ３７１は、背面側から底
壁３５１の貫通孔３５５に挿入されて、収容体３５の内部に突出している。ただし、コネ
クタ３７１の底壁３５１の前面からの高さは、光源基板３３の底壁３５１の前面からの高
さよりも低い。
　本実施の形態の照明装置２２は配線部材３８，３８を備えておらず、給電部材４，４に
替えて給電部材５を備えている。
【００８２】
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　給電部材５は、電源部３７から各光源基板３３へ給電するためのものである。実施の形
態１では２個の給電部材４，４を左右に配して左右２列の光源基板３３，３３，…夫々へ
給電するが、本実施の形態では１個の給電部材５を左右方向中央部に配して左右２列の光
源基板３３，３３，…へ給電する。
【００８３】
　給電部材５は、ベースフィルムが透光性を有するフレキシブルプリント基板を用いてな
り、底壁３５１と反射シート３６との間に配されている。給電部材５は十分に薄いので、
給電部材５が介在しているせいで底壁３５１と反射シート３６とが無用に離隔する虞はな
い。
　給電部材５は、ポリエチレンテレフタレート樹脂又はポリエチレンナフタレート樹脂を
含んでなる。故に、給電部材５は、ポリイミド樹脂を含んでなる一般的なフレキシブルプ
リント基板に比べて安価である。また、ポリエチレンテレフタレート樹脂又はポリエチレ
ンナフタレート樹脂を用いれば、透光性を有するフレキシブルプリント基板を容易且つ安
価に得ることができる。
【００８４】
　給電部材５は本体部５１と複数個の腕状片５２１，５２１，…と複数個の舌状片５２２
，５２２，…とを有する。腕状片５２１，５２１，…の個数は、光源基板３３，３３，…
の枚数と同一である。舌状片５２２，５２２，…の個数は、例えば４個である。
【００８５】
　給電部材５の一面には、複数個の光源接続部５４，５４，…と、電源接続部５５とが設
けられており、電源接続部５５と各光源接続部５４とを個別に接続する給電経路が形成さ
れている。光源接続部５４，５４，…及び電源接続部５５が給電部材５の同一面に設けら
れているので、これらが給電部材５の異なる面に個別に設けられている場合に比べて、給
電部材５の製造コストは低減される。光源接続部５４，５４，…の個数は腕状片５２１，
５２１，…の個数と同じである。
【００８６】
　本体部５１は、上下方向に長い帯状になしてある。本体部５１の配置位置は、左側１列
の光源基板３３，３３，…と右側１列の光源基板３３，３３，…との間である。つまり、
本体部５１は光源基板３３を被覆しない。
　本体部５１の上端部（又は下端部）は、最上位置（又は最下位置）にて左右方向に隣り
合う２枚の光源基板３３，３３間に配されている。
【００８７】
　本体部５１の上下方向中央部には、電源接続部５５が設けられている。電源接続部５５
は、電源部３７のコネクタ３７１に対応する雌型のコネクタ５５１と、コネクタ５５１を
支持する接続支持部５５２とを有する。電源接続部５５は、コネクタ５５１がコネクタ３
７１に前側から嵌め合わされることによってコネクタ３７１に電気的に接続されている。
【００８８】
　接続支持部５５２は、コネクタ５５１を本体部５１から後側に離隔して配置し、且つ、
コネクタ５５１と本体部５１に形成されている給電経路とを電気的に接続するためのもの
である。このように、コネクタ５５１と本体部５１との間に接続支持部５５２が介在して
いるので、電源接続部５５がコネクタ３７１に接続されているせいで本体部５１が後側へ
無用に湾曲することが抑制される。
　以上のように、給電部材５は、電源接続部５５とコネクタ３７１とを介して電源部３７
に電気的に接続されている。この結果、各光源基板３３と電源部３７とは、給電部材５を
介して個別に電気的に接続されている。
【００８９】
　給電部材５の各腕状片５２１は、長さ方向が左右方向の矩形舌状である。腕状片５２１
，５２１，…は、２個ずつ左右方向の離反方向に向けて、本体部５１から突出する。つま
り、腕状片５２１，５２１，…は、１０行２列に並設されている。最上位置（又は最下位
置）の腕状片５２１は、本体部５１の最上端部（又は最下端部）に突設されている。各腕
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状片５２１が本体部５１から突出する方向、及び突出する長さは同じである。
　給電部材５はフレキシブルなので、各腕状片５２１は、本体部５１との境界部を中心に
配置を調整することができ、故に、腕状片５２１は、本体部５１に対して斜めに並置する
ことができる。
【００９０】
　光源接続部５４は、腕状片５２１の先端部に設けられている。光源接続部５４は、コネ
クタ３３３に対応する雌型のコネクタである。光源接続部５４は、コネクタ３３３に前側
から嵌め合わされることによってコネクタ３３３に電気的に接続されている。
　光源接続部５４が腕状片５２１に設けられているので、光源接続部５４が本体部５１に
設けられている場合に比べて、光源接続部５４の配置位置の調整は容易である。故に、寸
法誤差又は配置時のトラブル等による本体部５１と光源基板３３，３３，…との相対的な
位置ずれ、或いは温度変化に起因する膨張／収縮による位置ずれ等が生じたとしても、光
源接続部５４とコネクタ３３３とを容易に接続することができ、また、無用に接続が解除
されることが抑制される。
【００９１】
　製造者が光源接続部５４をコネクタ３３３に接続する作業は作業性が高い。何故ならば
、給電部材５は透光性を有しているので、給電部材５でコネクタ３３３を覆っても、給電
部材５を通してコネクタ３３３の配置位置を容易に確認することができるからである。
　各腕状片５２１は、光源基板３３のコネクタ３３３が設けられている部分を覆う。コネ
クタ３３３は光源基板３３の短辺部に設けられているので、給電部材５が光源基板３３を
無用に被覆することはない。
【００９２】
　給電部材５の各舌状片５２２は、長さ方向が左右方向の矩形舌状である。舌状片５２２
，５２２，…は、２個ずつ左右方向の離反方向に向けて、本体部５１から突出する。上側
（又は下側）の舌状片５２２は、最上位置（又は最下位置）の光源基板３３と、これの下
側（又は上側）に隣り合う光源基板３３との間に配されている。つまり、各舌状片５２２
は光源基板３３を被覆しない。
【００９３】
　舌状片５２２の先端部には、図示しない貫通孔が設けられている。この貫通孔に対応す
る図示しない貫通孔が、反射シート３６に設けられている。舌状片５２２，５２２，…と
反射シート３６とは、共締め用部材３９，３９，…を用いて、底壁３５１に共締めされる
。故に、これらが相異なる固定用部材によって底壁３５１に個別に固定される場合に比べ
て、部品数及び部品点数を削減することができる。
【００９４】
　反射シート３６との共締めによって、各舌状片５２２は底壁３５１に密着固定される。
この結果、給電部材５が底壁３５１側に付勢されて光源接続部５４がコネクタ３３３に押
し付けられるので、光源接続部５４がコネクタ３３３から脱落して両者の電気的な接続が
無用に解除されてしまうことも抑制される。
　なお、舌状片５２２，５２２，…は反射シート３６とは無関係に、又は共締め用部材３
９，３９，…以外の固定用部材を用いて、底壁３５１に密着固定されてもよい。
【００９５】
　以上のような照明装置２２の場合、電源部３７から給電部材５及び光源基板３３，３３
，…を介して各光源３４へ給電される。
　この結果、照明装置２２は、実施の形態１の照明装置２２と同様の作用効果を奏するこ
とができる。しかも、実施の形態１の照明装置２２は２個の給電部材４，４を備えており
、配線部材３８，３８を介して電源部３７に接続されているのに対し、本実施の形態の照
明装置２２は１個の給電部材５を備えており、直接的に電源部３７に接続されているので
、部品数を削減することができる。
【００９６】
　ところで、各光源基板３３から腕状片５２１が引き出される方向は左右方向なので、腕
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状片５２１を底壁３５１の上辺部又は下辺部に引き出す必要がない。また、各光源基板３
３のコネクタ３３３は、光源基板３３における底壁３５１の左右方向中央部側の端部に設
けられている。従って、腕状片５２１を底壁３５１の左辺部又は右辺部に引き出す必要が
ない。
【００９７】
　以上のように、給電部材５は、最上位置（又は最下位置）の光源基板３３，３３よりも
底壁３５１の上辺部側（又は下辺部側）には配されていない。また、給電部材５は、左側
（又は右側）１列の光源基板３３，３３，…よりも底壁３５１の左辺部側（又は右辺部側
）には配されていない。
　以上の結果、底壁３５１の周縁部に光源基板３３，３３，…を配置することができるの
で、底壁３５１の周縁部に光源３４，３４，…を配置することができる。従って、表示パ
ネル２１の表示領域の周縁部の輝度を向上させることができる。また、底壁３５１上のス
ペースが無駄にならないので、底壁３５１に配置される光源基板３３，３３，…の枚数を
増加させることができる。その分、多くの光源３４，３４，…を配置することができるの
で、表示パネル２１の表示領域全体の輝度を向上させることができる。
【００９８】
（実施の形態　３．）
　図９は、本発明の実施の形態３に係る表示装置１３が備える照明装置２２の電源部３７
近傍の構成を略示する断面図である。図９は、実施の形態２の図７及び図８に対応する。
　本実施の形態の表示装置１３及び照明装置２２は、実施の形態２の表示装置１３及び照
明装置２２と略同様の構成である。以下では、実施の形態２との差異について説明し、そ
の他、実施の形態２に対応する部分には同一符号を付してそれらの説明を省略する。
【００９９】
　給電部材５の電源接続部５５は、実施の形態２のコネクタ５５１に相当するものが本体
部５１に直接的に設けられており、実施の形態２の接続支持部５５２を有していない。こ
のため、本実施の形態の給電部材５は、実施の形態２のものより簡易な構成である。
　電源部３７のコネクタ３７１は、底壁３５１の貫通孔３５５に挿入されておらず、収容
体３５の外部に位置している。
【０１００】
　本実施の形態の照明装置２２は配線部材３８を備えている。配線部材３８は、底壁３５
１の貫通孔３５５を通して収容体３５の内外に引き出されており、給電部材５の電源接続
部５５と電源部３７のコネクタ３７１とを電気的に接続している。このために、配線部材
３８は、電源接続部５５に対応する雄型のコネクタ３８１と、コネクタ３７１に対応する
雌型のコネクタ３８２とを有する。
　この結果、各光源基板３３と電源部３７とは、給電部材５を介して個別に電気的に接続
されている。
【０１０１】
　以上のような照明装置２２は、実施の形態２の照明装置２２と同様の作用効果を奏する
。
　また、コネクタ３７１と電源接続部５５との間に配線部材３８が介在しているので、電
源接続部５５がコネクタ３７１に接続されているせいで本体部５１が後側へ無用に湾曲す
ることが抑制される。
【０１０２】
　次に、本発明の実施の形態１～３についてまとめる。
【０１０３】
　本発明に係る照明装置２２は、皿状の収容体３５と、夫々の一面に光源３４が実装され
ており、前記収容体３５の底壁３５１の内面に並置された複数枚の光源基板３３と、前記
一面及び前記収容体３５の内面を覆い、光を反射する反射シート３６と、電源部３７とを
備える照明装置２２において、前記一面に設けられたコネクタ３３１，３３３と、フレキ
シブルプリント基板を用いてなり、前記底壁３５１及び前記反射シート３６の間に配され
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ており、前記電源部３７から前記光源基板３３へ給電するための給電部材４，５と、該給
電部材４，５に設けられており、前記コネクタ３３１，３３３と電気的に接続される光源
接続部４４，５４とを備えることを特徴とする。
【０１０４】
　本発明に係る照明装置２２は、前記給電部材４，５は帯状をなし、前記電源部３７に電
気的に接続されており、前記光源基板３３は短冊状をなし、前記給電部材４，５の長さ方
向に沿って前記光源基板３３の幅方向に並置されていることを特徴とする。
【０１０５】
　本発明に係る照明装置２２は、前記給電部材５は帯状をなし、前記電源部３７に電気的
に接続されており、前記給電部材５の幅方向に２枚の前記光源基板３３の端部同士が隣り
合い、前記コネクタ３３３は、前記端部に配されていることを特徴とする。
【０１０６】
　本発明に係る照明装置２２は、前記光源３４は、前記一面に実装された発光部３４１と
、該発光部３４１を覆い、該発光部３４１が発した光が入射する入光部３４ａ及び該入光
部３４ａに入射した光が出射する出光部３４ｂを含むレンズ３４２とを有し、前記反射シ
ート３６の前記一面を覆う部分の前記一面からの高さは、前記出光部３４ｂの前記一面か
らの高さよりも低いことを特徴とする。
【０１０７】
　本発明に係る照明装置２２は、前記底壁３５１には貫通孔３５５が設けられており、前
記電源部３７は、前記底壁３５１の外面に配されており、前記貫通孔３５５を通して前記
給電部材５に電気的に接続されていることを特徴とする。
【０１０８】
　本発明に係る照明装置２２は、前記給電部材５の一面には、前記光源接続部５４、及び
、前記電源部３７と電気的に接続するための電源接続部５５が設けられていることを特徴
とする。
【０１０９】
　本発明に係る照明装置２２は、前記給電部材５の前記光源接続部５４が設けられている
部分は前記コネクタ３３３を被覆しており、前記給電部材５は舌状片５２２を有し、該舌
状片５２２は前記底壁３５１に密着固定してあることを特徴とする。
【０１１０】
　本発明に係る照明装置２２は、前記給電部材４，５は、帯状の本体部４１，５１と、本
体部４１，５１に突設された複数個の腕状片４２，５２１とを有し、該腕状片４２，５２
１に前記光源接続部４４，５４が設けられていることを特徴とする。
【０１１１】
　本発明に係る照明装置２２は、各光源基板３３と前記電源部３７とは、前記給電部材４
，５を介して個別に電気的に接続されていることを特徴とする。
【０１１２】
　本発明に係る表示装置１３は、本発明に係る照明装置２２と、該照明装置２２によって
背面側から照明される表示パネル２１とを備えることを特徴とする。
【０１１３】
　テレビジョン受信機は、本発明に係る表示装置１３と、テレビジョン放送を受信する受
信部１１とを備え、該受信部にて受信したテレビジョン放送に基づいて、前記表示装置１
３に映像を表示するようにしてあることを特徴とする。
【０１１４】
　本発明にあっては、給電部材がフレキシブルプリント基板を用いてなる。故に、各光源
基板に複数本の給電線を電気的に接続する場合に比べて、配線が簡易である。
【０１１５】
　本発明にあっては、帯状の給電部材の長さ方向に沿って、短冊状の光源基板が幅方向に
並置される。従って、帯状の給電部材の長さ方向に沿って短冊状の光源基板が長さ方向に
並置される場合よりも、給電部材を介して給電される光源基板の枚数を容易に増加させる
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ことができる。
【０１１６】
　本発明にあっては、隣り合う２枚の光源基板の対向端部夫々にコネクタが設けられてい
るので、隣り合う２枚の光源基板の対向端部以外にコネクタが設けられている場合に比べ
て、２倍の枚数の光源基板を給電部材に容易に接続することができる。従って、光源基板
の枚数が同じであれば、給電部材数を削減することができる。
【０１１７】
　本発明にあっては、反射シートが、光源の出光部より光源基板側に配されている。故に
、反射シート、及び反射シートに覆われている給電部材又はコネクタ等が、光源からの出
光を阻害することが抑制される。
【０１１８】
　本発明にあっては、収容体の底壁に設けられた貫通孔を通して、簡易な構成で電源部と
光源基板とを電気的に接続することができる。
【０１１９】
　本発明にあっては、光源接続部及び電源接続部が給電部材の同一面に設けられている。
故に、これらが異なる面に設けられている場合よりも給電部材の製造コストを低減するこ
とができる。
【０１２０】
　本発明にあっては、舌状片が収容体の底壁に密着固定してあるので、給電部材が全体的
に底壁側へ付勢される。すると、光源接続部がコネクタに押し付けられるので、給電部材
とコネクタとの接続が無用に解除されることが抑制される。
【０１２１】
　本発明にあっては、本体部に比べて、個々の腕状片の配置は自由度が高い。故に、例え
ば本体部と光源基板との間に位置ずれが生じた場合でも、生じた位置ずれを腕状片の配置
によって容易に吸収することができる。従って、本体部に光源接続部が設けられている場
合に比べて、腕状片に設けられている光源接続部とコネクタとの接続は容易であり、しか
も、これらの接続が無用に解除されてしまうことが抑制される。
【０１２２】
　本発明にあっては、各光源基板と前記電源部とが、給電部材を介して個別に電気的に接
続されているので、配線を容易にしつつ、ローカルディミングに対応することができる。
【０１２３】
（実施の形態　４．）
　図１０は、本発明の実施の形態４に係る表示装置１３が備える照明装置２２の構成を略
示する拡大正面図である。
　図１１は、照明装置２２の光源基板３３近傍の構成を略示する断面図である。
　図１０及び図１１は、実施の形態１の図３及び図４に対応する。
　本実施の形態の表示装置１３及び照明装置２２は、実施の形態１の表示装置１３及び照
明装置２２と略同様の構成である。以下では、実施の形態１との差異について説明し、そ
の他、実施の形態１に対応する部分には同一符号を付してそれらの説明を省略する。
【０１２４】
　給電部材４が有する各腕状片４２は、基端側舌状片４２ａと、実施の形態１の先端側舌
状片４２ｂに対応する先端側舌状片４２ｃとを有する。
　先端側舌状片４２ｃの長さは、実施の形態１の先端側舌状片４２ｂの半分程度である。
先端側舌状片４２ｃには実施の形態１の貫通孔４３と同様の貫通孔は設けられていない。
先端側舌状片４２ｃの先端部には、光源接続部４４が設けられている。本実施の形態でも
、光源接続部４４はコネクタ３３１に電気的に接続されている。
【０１２５】
　先端側舌状片４２ｃは、光源基板３３の前面３３ａにおける２個の光源３４，３４間で
あって、コネクタ３３１が設けられている部分を覆うが、貫通孔３３２が設けられている
部分は覆わない。コネクタ３３１は光源基板３３の長辺部（即ち、光源基板３３の幅方向
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端部）に設けられているので、給電部材４が光源基板３３を無用に被覆することはない。
【０１２６】
　光源基板３３及び反射シート３６は、共締め用部材３９を用いて、底壁３５１に共締め
される。しかしながら、給電部材４が、光源基板３３と共に底壁３５１に共締めされるこ
とはない。
【０１２７】
　給電部材４の各基端側舌状片４２ａ及び反射シート３６は、共締め用部材３９を用いて
、底壁３５１に共締めされる。このとき、基端側舌状片４２ａが底壁３５１に密着固定さ
れるので、給電部材４が全体的に底壁３５１側へ付勢される。すると、光源接続部４４が
コネクタ３３１に押し付けられるので、給電部材４と光源基板３３との接続が無用に解除
されることが抑制される。
　反射シート３６と共に基端側舌状片４２ａが底壁３５１に共締めされる場合、共締め位
置が光源接続部４４の近傍であれば、反射シート３６の浮きを抑制することができる。
　以上のような照明装置２２は、実施の形態１の照明装置２２と同様の作用効果を奏する
。
【０１２８】
（実施の形態　５．）
　図１２は、本発明の実施の形態５に係る表示装置１３が備える照明装置２２の構成を略
示する拡大正面図である。
　図１２は、実施の形態４の図１０に対応する。
　本実施の形態の表示装置１３及び照明装置２２は、実施の形態４の表示装置１３及び照
明装置２２と略同様の構成である。以下では、実施の形態４との差異について説明し、そ
の他、実施の形態４に対応する部分には同一符号を付してそれらの説明を省略する。
【０１２９】
　給電部材４が有する本体部４１は、光源基板３３，３３，…と底壁３５１との間に配さ
れている。従って、給電部材４が光源基板３３を無用に被覆することはない。
　給電部材４は十分に薄いので、給電部材４が介在しているせいで底壁３５１と各光源基
板３３とが無用に離隔する虞はない。
　以上のような照明装置２２は、実施の形態４の照明装置２２と同様の作用効果を奏する
。
【０１３０】
　本発明の実施の形態１～６に係る表示装置は、テレビジョン受信機１として構成されて
いる表示装置１３に限定されず、電子看板、又は、パーソナルコンピュータ用のモニタ等
として構成されていてもよい。
　本発明の実施の形態１～６に係る照明装置は、表示装置１３に組み込まれる構成に限定
されない。例えば、照明装置は、携帯電話機又は携帯情報端末装置等が備える表示部のバ
ックライトユニットとして構成されていてもよい。或いは、照明装置は、シーリングライ
ト又は壁掛け照明器具等として構成されていてもよい。
【０１３１】
　最後に、本発明の実施の形態１，４，５についてまとめる。
【０１３２】
　本発明に係る照明装置２２は、皿状の収容体３５と、夫々の一面に光源３４が実装され
ており、前記収容体３５の底壁３５１の内面に並置された複数枚の光源基板３３と、前記
一面及び前記収容体３５の内面を覆い、光を反射する反射シート３６と、電源部３７とを
備える照明装置２２において、前記光源基板３３は短冊状をなし、前記光源基板３３の長
さ方向非端部の前記一面に設けられたコネクタ３３１と、フレキシブルプリント基板又は
フラットケーブルを用いてなり、前記底壁３５１及び前記反射シート３６の間に配されて
おり、前記電源部３７から前記光源基板３３へ給電するための給電部材４と、該給電部材
４に設けられており、前記コネクタ３３１と電気的に接続される光源接続部４４とを備え
ることを特徴とする。
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【０１３３】
　本発明に係る照明装置２２は、前記コネクタ３３１は、前記光源基板３３を長さ方向に
仮想的に４等分した中央２領域内に配されていることを特徴とする。
【０１３４】
　本発明に係る照明装置２２は、前記コネクタ３３１は、前記光源基板３３の幅方向端部
に配されていることを特徴とする。
【０１３５】
　本発明に係る照明装置２２は、少なくとも１枚の前記光源基板３３は、前記底壁３５１
の周縁部に配されており、前記給電部材４は、前記底壁３５１の周縁部に配された光源基
板３３よりも前記底壁３５１の中央部側に配されていることを特徴とする。
【０１３６】
　本発明に係る照明装置２２は、前記光源基板３３又は前記給電部材４は、前記反射シー
ト３６と共に前記底壁３５１に共締めされていることを特徴とする。
【０１３７】
　本発明に係る表示装置１３は、本発明に係る照明装置２２と、該照明装置２２によって
背面側から照明される表示パネル２１とを備えることを特徴とする。
【０１３８】
　テレビジョン受信機は、本発明に係る表示装置１３と、テレビジョン放送を受信する受
信部１１とを備え、該受信部にて受信したテレビジョン放送に基づいて、前記表示装置１
３に映像を表示するようにしてあることを特徴とする。
【０１３９】
　本発明にあっては、コネクタが、光源基板の長さ方向非端部に設けられている。即ち、
コネクタの配置位置に関して、光源基板は長さ方向に概ね対称である。長さ方向に対称の
光源基板は、光源基板の面方向に180 °回転しても、電源部からコネクタまでの距離が略
同じである。
【０１４０】
　本発明にあっては、コネクタが、光源基板の長さ方向中央部に設けられている。即ち、
コネクタの配置位置に関して、光源基板は長さ方向の対称性が高い。
【０１４１】
　本発明にあっては、コネクタが、光源基板の幅方向端部に設けられている。故に、コネ
クタが光源基板の幅方向中央部に設けられている場合と比べて、コネクタに接続された給
電部材が光源基板を無用に被覆することはない。
【０１４２】
　本発明にあっては、給電部材が、収容体の底壁の周縁部に配された光源基板よりも底壁
の周縁部側に配されることはないので、収容体の底壁における収容体の側壁との境界部分
に光源基板を接近配置することができる。
【０１４３】
　本発明にあっては、光源基板又は給電部材と反射シートとが収容体の底壁に共締めされ
るので、光源基板又は給電部材と反射シートとが収容体の底壁に個別に固定される場合に
比べて、固定用部材の個数を削減することができる。
【０１４４】
　本発明の照明装置及び表示装置による場合、光源基板が長さ方向に略対称形状であるの
で、光源基板を共通化することができる。故に、部品点数を削減することができる。従っ
て、部品点数の削減によるコスト削減を図ることができる。
【０１４５】
　今回開示された実施の形態は、全ての点で例示であって、制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は、上述した意味ではなく、請求の範囲と均等の意味及
び請求の範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
　また、本発明の効果がある限りにおいて、テレビジョン受信機１、表示装置１３、又は
照明装置２２に、実施の形態１～３に開示されていない構成要素が含まれていてもよい。
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　各実施の形態に開示されている構成要件（技術的特徴）はお互いに組み合わせ可能であ
り、組み合わせによって新しい技術的特徴を形成することができる。
【符号の説明】
【０１４６】
　１３　　表示装置
　２１　　表示パネル
　２２　　照明装置
　３３　　光源基板
　３３１　コネクタ
　３４　　光源
　３４１　発光部
　３４２　レンズ
　３４ａ　入光部
　３４ｂ　出光部
　３５　　収容体
　３５１　底壁
　３５５　貫通孔
　３６　　反射シート
　３７　　電源部
　４，５　給電部材
　４１，５１　本体部
　４２，５２１　腕状片
　４４，５５　光源接続部
　５５　　電源接続部
　５２２　舌状片
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(23) JP 6446121 B2 2018.12.26

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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